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基本方針３ 障がいのある子ども一人ひとりの自立を支援します 

 

【基本的方向】 

① 「ともに学び、ともに育つ」教育をさらに推進し、支援を必要とする幼児・児童・生徒の増加や多様化に対応した教育環境の整備をすすめます。 

② 障がいのある子どもの自立と社会参加の促進に向け、関係機関と連携し、就労をはじめとした支援体制を充実します。 

③ ｢個別の教育支援計画｣や｢個別の指導計画｣の活用を促進し、幼・小・中・高の発達段階の連続性を大切にした一人ひとりの教育的ニーズに応じた支

援を充実します。 

④ 関係部局が連携し、発達障がいのある子どもへの一貫した支援を充実します。 

⑤ 私立学校における障がいのある子どもが安心して学べる学校づくりの支援に努めます。 

 

【重点取組の点検結果】 

項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

15 支援を必
要とする児
童・生徒の増
加や多様化
に対応した
環境整備 
《基本的方
向①》 

52 府立支援

学校の教育環

境の充実 

－ － － － 

府立支援学校の

既存施設の活用 
◆府立支援学校における知的障がい児童生徒

数の増加に対応するため、令和２年度から府

内３エリアで通学区域割を変更することとし

た。 

53 通学時間

の短縮に向け

た通学バスの

充実 

全児童・生徒の乗

車時間： 

60 分以内 

60 分を超える乗

車時間を要する

児童・生徒が約 

3.9% 

（平成 29年度） 

60 分を超える乗

車時間を要する

児童生徒が 2.9% 
○ 

府立支援学校通

学バス運行事業 

 

 

◆自主通学が困難な支援学校の幼児児童生徒

のため、通学バスを運行した。 

また、幼児児童生徒数の増加に対応するた

め 12 台増車した。（合計 297 台） 

54 支 援 学

級・通級指導

教室の充実 

【支援学級】 

障がい種別によ

る支援学級の設

置の促進 

 

複数の障がい種

別が混在する支

援学級 

小：2.07% 

中：3.17% 

（平成 29年度） 

 

複数の障がい種

別が混在する支

援学級 

小：1.82% 

中：2.63% 

 

○ 

障がい種別ごと

の支援学級の設

置の拡充 

◆小・中学校において、個々の障がいにきめ

細かく対応するため、障がい種別による支援

学級の設置を進めた。 

点検及び評価調書（案） 

資料２ 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

15 支援を必
要とする児
童・生徒の増
加や多様化
に対応した
環境整備 
《基本的方
向①》 

54 支援学級 

・通級指導教

室の充実 

【通級指導教室】 

基礎定数化によ

る通級指導教室

の充実 

 

 

41 市町村におい

て、206教室 

（小学校 156教

室、中学校 50教

室） 

（平成 29年度） 

 

41 市町村におい

て、235教室 

（小学校 178教

室、中学校 57教

室） 

○ 

通級指導教室の

設置 

◆通常の学級に在籍する障がいのある児童生

徒への指導・支援の充実を図るため、府内全

市町村に通級指導教室を設置した。 

【通級による指

導（府立高校）】 

通級による指導

の充実 

 

 

国事業において

府立 1校でモデ

ル事業 

（平成 29年度） 

 

 

国事業において

府立 2校でモデ

ル事業 
○ 

平成 30年度発達

障害に関する教

職 員 の 理 解 啓

発・専門性向上事

業（発達障害に関

する通級による

指導担当教員等

専門性充実事業） 

◆通級指導教室を設置する拠点校２校の教職

員を対象に、有識者等を招いて、発達障がい

の特性理解等をテーマに研修を実施。指導方

法や指導内容についての指導助言を得、教材

等の研究開発を行った。また、府内の小中学

校および高等学校、支援学校等の教職員を対

象とした成果報告会を開催し、支援教育の充

実を図った。 

55 医療的ケ

アを実施する

体制整備の支

援 

小・中学校におけ

ける安全・安心な

医療的ケア実施

体制の整備の促

進 

必要な全小・中学

校に看護師を 

配置： 

28 市町 

小学校 109校 

中学校 22校 

必要な全小・中学

校に看護師を 

配置： 

29 市町 

小学校 115校 

中学校 31校 

○ 

市町村医療的ケ

ア体制整備推進

事業 

 

市町村医療的ケ

ア実施体制サポ

ート事業 

◆医療的ケアを必要とする児童生徒が小・中

学校において学べる環境を整備するため、看

護師を配置する市町村に対し、経費の一部を

補助した。 

◆学校看護師の周知や定着支援を行うととも

に、医療的ケアを必要とする児童生徒が転入

学する際の施設整備等の初期費用の一部を補

助した。 

 

56 自立支援

推進校、共生

推進校の充実

と、その成果

の府立高校全 

体への普及 

自立支援推進校：  

９校 

共生推進校：    

10 校 

（令和２年度） 

自立支援推進校：  

９校 

共生推進校：   

８校 

自立支援推進校：  

９校 

共生推進校：   

８校 
○ 

知的障がいのあ

る生徒の教育環

境整備事業 

◆「知的障がい生徒自立支援コース・共生推

進教室の取組みの充実に向けて」を踏まえ、 

知的障がい生徒自立支援コースについて、府

立高校３校において募集人員を増やした。 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

15 支援を必
要とする児
童・生徒の増
加や多様化
に対応した
環境整備 
《基本的方
向①》 

57 障がいの

ある生徒の高

校生活支援の

充実【基本方

針２（２）具

体的取組 37

の再掲】 

 

基本方針２（２）（第３回審議会における議題）の再掲 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

15 支援を必
要とする児
童・生徒の増
加や多様化
に対応した
環境整備 
《基本的方
向①》 

58 地域とと

もにある支援

学校づくり 

居住地校（児童・

生徒が居住する

地域の学校）との

交流を 2 人以上

実施している学

校の割合： 

100％をめざす 

居住地校（児童・

生徒が居住する

地域の学校）との

交流を 2 人以上

実施している学

校の割合： 

小学部：88.9％ 

中学部：48.6％ 

（平成 28年度） 

居住地校（児童・

生徒が居住する

地域の学校）との

交流を 2 人以上

実施している学

校の割合： 

小学部：91.7％ 

中学部：67.6％ 

△ 

大阪府障がい児

理解推進事業 

◆府立支援学校が、幼稚園、小学校、中学校、

高等学校及び地域の人等と交流を図り、障が

いのある幼児児童生徒についての正しい理解

を促すため、各支援学校が居住地校交流を実

施した。 

事業推進に係る年間の実施計画や実施状況

等について協議するため、障がい児理解推進

事業連絡協議会を２月に開催した。 

（参加校：44校２分校，参加教員：89人） 

 

学校間交流をホ

ームページに掲

載している学校

の割合： 

100％をめざす 

学校間交流をホ

ームページに掲

載している学校

の割合： 

10.9％ 

（平成 28年度） 

学校間交流をホ

ームページに掲

載している学校

の割合： 

54.3％ 

○ 

◆府立支援学校が、幼稚園、小学校、中学校、

高等学校及び地域の人等と交流を図り、障が

いのある幼児児童生徒についての正しい理解

を促すため、各支援学校が学校間交流を実施

すると共に、ホームページなどを活用して実

施内容の周知を行った。 

障がい児理解推進事業連絡協議会を２月に

開催し、ホームページなどを活用した周知の

啓発を行った。 

（参加校：44校２分校，参加教員：89人） 

 

59 授業改善

への支援 

授業づくり研修

受講者の肯定的

評価： 

90％以上 

（平成 30年度か

ら） 

授業づくり研修

の実施 

（平成 29年度） 

授業づくり研修

受講者の肯定的

評価： 

94.9％ 
◎ 

支援学校初任者

研・ｲﾝﾀｰﾐﾃﾞｨｴｲﾄ

ｾﾐﾅｰ・支援学校

10 年研・ｱﾄﾞﾊﾞﾝ

ｽﾄｾﾐﾅｰ・支援学

校幼稚部新規採

用教員研修 

 

◆支援学校初任者、採用後２～４年目の支援

学校教諭、教職経験年数 10 年，採用後５～９

年目の支援学校教諭、及び支援学校幼稚部新

規採用教員に対して授業づくりに関わる研修

を実施した。 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

15 支援を必
要とする児
童・生徒の増
加や多様化
に対応した
環境整備 
《基本的方
向①》 

59 授業改善

への支援 

「授業づくりガ

イドブック」を活

用したパッケー

ジ研修支援を実

施  

（平成 30年度か

ら令和４年度ま

でで延べ 30 校） 

  

「府立支援学校

パッケージ研修

支援」の実施： 

６校 

（平成 29年度） 

「府立支援学校

パッケージ研修

支援」の実施： 

延べ５校 

△ 

府立支援学校パ

ッケージ研修支

援 

◆指導主事による全体研修、事前授業参観、

研究授業、研究協議等５校合わせて 73 回実施

した。 

◆各校の取組み事例をまとめ、教育センター

のウェブサイトにアップした。 

15 支援を必
要とする児
童・生徒の増
加や多様化
に対応した
環境整備 
《基本的方
向②》 

60 職業学科

を設置する知

的障がい高等

支援学校を中

心とした就労

支援体制の構

築 

教育課程編成の

見直しを図り、キ

ャリア教育を各

学部の教育課程

に位置付け、具体

的なキャリア教

育の取組みを充

実 

支援学校モデル

校２校（生野支援

学校、東淀川支援

学校）に授業改善

アドバイザーを

配置 

・教育課程改善事

業連絡会を実施 

（１月、２月） 

 

（平成 29年 12

月より実施） 

 

支援学校モデル
校２校（生野支援
学校、東淀川支援
学校）に授業改善
アドバイザーを
配置 

○ 

教育課程改善事

業 

◆支援学校モデル校２校に授業改善アドバイ

ザーを配置し、早期からの職業教育・キャリ

ア教育を基軸とする教育課程の見直しを図っ

た。 

・教育課程改善にかかる研修会の実施 

生野支援学校（５月、10月） 

東淀川支援学校（４月、８月） 

・中間報告会の実施 

東淀川支援学校（２月 ２３８名参加） 

◆教育課程改善事業連絡会を実施 

（４月、８月、２月） 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

16 就労を通
じた社会的
自立支援の
充実 
《基本的方
向②》 

61 関係部局

の連携による

就労支援の充

実 

【職業訓練の実

施】 

大阪障害者職業

能力開発校・高等

職業技術専門校

の障がい者の職

業訓練における

就職率： 

80%以上を維持 

（平成 30年度から

令和３年度まで） 

 

 

大阪障害者職業

能力開発校・高等

職業技術専門校

の障がい者の職

業訓練における

就職率： 

85.6％ 

（平成 28年度） 

 

 

大阪障害者職業

能力開発校・高等

職業技術専門校

の障がい者対象

科目 175 名 

（定員） 

 

就職率（未定） 

※就職率確定 

見込時期 

：令和元年 

７月下旬 

 

就職面接会の実

施 

◆大阪障害者職業能力開発校において、府内

の障がい者訓練生を対象に就職面接会を実施

した。 

平成 30年 11月 22 日 

参加企業数：10 社 

参加生徒数：39 名（応募件数：65件） 

（内定者数：６名） 

特別委託訓練に

おける就職率：

80％以上を維持 

（平成 30年度か

ら令和３年度ま

で） 

特別委託訓練に

おける就職率： 

90.4%  

（平成 28年度） 

特別委託訓練 

151名（定員） 

 

就職率（未定） 

※就職率確定 

見込時期 

：令和元年 

７月下旬 

 

【府庁職場におけ

る職場実習】 

受入人数： 

各支援学校１人 

 

 

受入人数： 

18校 22人 

（平成 29年度） 

 

 

支援学校等生徒 

（高等学校知的 

障がい生徒自立 

支援コースの生 

徒を含む）： 

15校 15名 

△ 

知的・精神障がい

者を対象とした

庁内職場実習 

◆府立支援学校等の生徒や就労支援機関等を

利用する知的障がい者・精神障がい者を対象

に、大阪府庁内での職場実習を実施した。 

 

その他の受入について 

・知的障がい者 ３名 

・精神障がい者 11名 

R1 年 7 月下旬に 

公表予定 

R1 年 7 月下旬に 

公表予定 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

16 就労を通
じた社会的
自立支援の
充実 

《基本的方

向②》 

61 関係部局

の連携による

就労支援の充

実 

－ － － － 

障がいのある方

の職場体験実習 

（守衛室） 

◆庁舎管理課において就労移行支援施設や府

内支援学校等に在籍する高校生等を対象に、

守衛による職場体験実習（Ａコース：守衛業

務、Ｂコース：庁舎の植栽剪定業務）を行い、

各コースで普通救命講習を実施し、修了書を

交付した。 

 受入人数 84名 

・Ａコース 19名 

・Ｂコース 65名 

【農を通じた就労

体験】 

府立環境農林水

産総合研究所で

の支援学校生徒

の農業実習受け

入れの継続 

 

 

 

 

府立環境農林水

産総合研究所で

の支援学校生徒

の農業実習受け

入れ： 

12 回延べ 180名 

（平成 29年度） 

 

 

 

府立環境農林水

産総合研究所で

の支援学校生徒

の農業実習受け

入れ： 

17 回延べ 255名 

○ 

農で「学び」「育

て」「働く」を支

えるプロジェクト 

ハートフルアグ

リ事業 

◆大阪府立環境農林水産総合研究所福祉農園

において、障がいのある子どもが農業体験で

きる場を提供し、地域の障がい児童及び青年

を受け入れた。 

また、同研究所に整備した様々な障がいに

対応できるイチゴ、トマトの先進栽培温室を

活用し、支援学校生徒および支援施設利用者

に対する作業体験カリキュラムを実施した（17

回、延べ 255名）。 

教員向け講習会

の継続実施 

教員向け講習会： 

１回 

（平成 29年度） 

教員向け講習会： 

１回 

○ 

◆子どもたちの体験を支える教員への中学校

「技術」指導力向上研修（農業、生物育成）

を教育センター主催により府立環境農林水産

総合研究所で実施（１回 10 名）した。 

 

教員に対する技

術支援の継続実

施 

教員に対する技

術支援：12回 

（平成 29年度） 

教員に対する農

業技術支援：12

回 
○ 

◆支援学校教員に対し、農業技術の直接指導

およびアドバイスを行った（12回）。 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

16 就労を通
じた社会的
自立支援の
充実 
《基本的方
向②》 

61 関係部局

の連携による

就労支援の充

実 

３部局連携によ

る企業情報等の

情報交換 

３部局連携によ

る合同職員研修

（１回）や支援学

校見学会（５校）

の実施 

（平成 29年度） 

３部局連携によ
る企業情報等の
情報交換、協力企
業での職場実習
の実施 

○ 

部局連携による

合同職員研修や

学校見学会の実

施 

◆部局（商工労働部、福祉部、教育庁）連携

の合同職員研修（８月）と企業を対象とした

支援学校見学会（７月３校）を実施した。 

支援学校卒業後

の多様な学習等

の場づくり － 

支援学校卒業後

の「学びの場」等

のあり方を検証 ○ 

障がい者の多様

な学習活動を総

合的に支援する

ための実践研究

事業 

◆支援学校卒業後の「学びの場」等のあり方

について、府教育庁や府内関係機関・有識者

との連携により検証を行った。 

17 一人ひと
りの教育的
ニーズに応
じた支援の
充実 
《基本的方
向③》 

62 府立支援

学校における

センター的機

能の発揮 

特別支援学校教

諭免許状保有率：  

100%をめざす 

（令和２年度か

ら） 

特別支援学校教

諭免許状保有率：  

67.3% 

（平成 29年度） 

特別支援学校教

諭免許保有率： 

71.2% 

△ 

特別支援学校教

員免許法認定講

習事業 

◆教員の特別支援学校教諭二種免許状の取得

を推進するため、免許法認定講習を実施した。

（大阪市・堺市と共催） 

・単位修得者  

  平成 30 年度 延べ 1,861 名 

（参考：平成 29年度 延べ 1,729 名） 

◆府立支援学校の教諭・常勤講師を対象に、

免許状保有率及び単位履修状況調査を行うと

ともに、単位修得者の免許状申請状況調査を

実施し、年度内の申請を強く促した。 

◆平成 30年度も引き続き、大阪大谷大学の協

力のもと、国事業を活用した府立支援学校教

員対象の第２認定講習を実施し、３科目延べ

814名が単位を修得した。 

◆実態調査、認定講習受講促進により免許状

保有率は 70％を越え、認定講習受講者は増え

ているものの免許状未保有で単位未修得者は

300人を超えており、依然、保有率は全国最下

位である。令和元年度も引き続き、認定講習

受講を働きかけていく。 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

17 一人ひと
りの教育的
ニーズに応
じた支援の
充実 
《基本的方
向③》 

62 府立支援

学校における

センター的機

能の発揮 

全府立支援学校

に「地域支援室」

を整備 

府立支援学校 

31 校に地域支援

室を整備 

（平成 29年度） 

府立支援学校 

31 校に地域支援

室を整備 

△ 

支援教育地域支

援整備事業 

◆各ブロックで行われる会議において、地域

支援室の整備や来校相談体制の充実について

周知啓発を行った。地域支援室設置は 31校。 

府が養成したリーディングスタッフが地域

の小・中学校等からの要請に応えて訪問相談

等の地域支援に係る業務に専念できるよう、

府立支援学校 44校 1分校に非常勤講師を配置

した。 

発達検査をもとにアセスメントを行えるリ

ーディングスタッフの割合は 38.2％となって

いる。 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

17 一人ひと
りの教育的
ニーズに応
じた支援の
充実 
《基本的方
向③》 

62 府立支援

学校における

センター的機

能の発揮 

全ブロックにお

いて、拠点校に相

談支援窓口を一

本化し、多様化す

る支援要請に即

応できる体制を

構築 

拠点校モデルと

して３ブロック

が実施 

（平成 29年度） 

拠点校モデルと

して３校が実施 

○ 

支援教育地域支

援整備事業 

◆各支援学校及び支援教育サポート４校が協

力し、幼稚園・認定こども園・小・中学校・

高等学校・私立学校への訪問相談や来校相談、

「個別の指導計画・個別の教育支援計画作成

に関する研修」を実施するなど、リーディン

グスタッフ（LS）やコーディネーターの専門

性を生かした地域支援体制の整備を進め、支

援学校のセンター的機能のさらなる充実を図

った。 

また、各市町村と連携し事例検討や合同研修

なども進めている。 

【寝屋川支援学校】 

（北河内支援学校サポートセンター）： 

ブロック内の５つの支援学校の LSが、それぞ

れの専門性を活かした地域支援が行えるよう、

LS 会議を定例で設置し、支援学校間の連携を

強化する取組みを進めた。 

【佐野支援学校】 

（支援教育センター室）： 

泉南地域のリーディングチームや支援学校の

地域支援スタッフの育成を目的とした専門的

な研修や市町教育委員会との共同研究を行い、

支援教育に係る専門性向上の取組みを計画的

に進め、教材・教具展示発表会を実施した。 

【高槻支援学校】 

（ナビセンター）： 

市町教育委員会や府立高等学校との連携を強

化し、幼保・小中学校教員や高等学校教員の

支援教育に対する理解の深化を図るための研

修を定期的に実施するなど、研修機能の強化

を図った。 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

17 一人ひと
りの教育的
ニーズに応
じた支援の
充実 
《基本的方
向③》 

63 支援教育

コーディネー

ターを中心と

した校内支援

体制の充実 

支援教育コーデ

ィネーターを中

心とする校内支

援体制の充実 

支援教育コーデ

ィネーターの 

指名： 

（小・中学校・ 

高等学校 100%） 

支援教育コーデ

ィネーターの 

指名： 

（小・中学校・ 

高等学校 100%） 

○ 

支援教育コーデ

ィネーターを中

心とする校内支

援体制の充実 

◆小・中学校 

府教育庁が府内全市町村を対象にした学校

訪問を行い、支援教育の推進状況を把握した。

また、校内委員会や支援教育コーディネータ

ーを中心とする校内支援体制の状況を調査し、

市町村教育委員会へ指導助言を行った（２回）。 

◆高等学校 

支援教育コーディネーターを中心とする校

内支援体制の状況を調査し、校長に対して指

導助言を行った。 

64 「個別の教

育支援計画」

及び「個別の

指導計画」の

作成と活用促

進 

府立支援学校に

入学する児童・生

徒の「個別の教育

支援計画」等の引

継ぎを行ってい

る割合： 

いずれについて

も100％をめざす 

府立支援学校に

入学する児童・生

徒の「個別の教育

支援計画」等の引

継ぎを行ってい

る割合 

 

就学前施設から

小学部 1 年生：

76.0% 

小学校から中学

部 1年生：68.7% 

中学校から高等

部 1年生：72.9% 

（平成 29年度） 

府立支援学校に

入学する児童生

徒の「個別の教育

支援計画」等の引

継ぎを行ってい

る割合 

 

就学前施設から

小学部１年生： 

71.6% 

小学校から中学

部１年生：85.9% 

中学校から高等

部１年生：83.2% 

△ 

「個別の教育支

援計画」の作成・

活用の促進 

◆「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」

整備状況調査を７月に実施し、引継ぎ状況を

把握した。 

また、９月のリーディングスタッフ実践協

議会で、市町村別の引継ぎ率データについて

情報提供した。 

引継ぎ率の低かった市町村では、支援学校、

市町村教育委員会、引き続き双方からの働き

かけを行えるよう、地域ブロック会議にて引

継ぎ率の向上へ向けた関係市町村教育委員会

と具体的な対策を協議した。 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

17 一人ひと
りの教育的
ニーズに応
じた支援の
充実 

《基本的方

向③》 

64 「個別の教

育支援計画」

及び「個別の

指導計画」の

作成と活用促

進 

「個別の教育支

援計画」作成状況 

いずれについて

も100％をめざす 

小学校： 

令和２年度 

中学校： 

令和３年度 

府立高校： 

令和４年度 

「個別の教育支

援計画」作成状況 

公立小･中学校の

支援学級：100% 

公立小学校の通

級指導教室：

80.7% 

公立中学校の通

級指導教室：

83.1% 

障がいにより配

慮を要する生徒

が在籍する府立 

高校：86.8％ 

（平成 28年度） 

 

 

「個別の教育支

援計画」作成状況 

公立小･中学校 

の支援学級：100% 

公立小･中学校 

の通級指導教室： 

100% 

障がいにより配

慮を要する生徒

が在籍する府立 

高校：93.1％ 

 

【参考】 

公立小･中学校の

支援学級：100% 

公立小学校の通

級指導教室：

92.5% 

公立中学校の通

級指導教室：

93.5% 

障がいにより配

慮を要する生徒

が在籍する府立 

高校：86.8％ 

（平成 29年度） 

○ 

「個別の教育支

援計画」の作成・

活用の促進 

◆小・中学校 

 障がいのある幼児児童生徒一人ひとりの教

育的ニーズに応じたきめ細かな指導や一貫し

た支援の充実に向け、保護者等の参画を得な

がら、「個別の教育支援計画」の作成・活用の

促進を図った。 

・府内全市町村を対象に学校訪問を行い、先

進的事例を収集 

・「個別の教育支援計画」作成・活用に係るリ

ーフレットを活用し、支援教育担当指導主

事会などで発信 

・「個別の教育支援計画作成・活用実践報告会」

を実施（１回） 

◆高等学校 

府立高校において、障がいにより配慮を要す

る生徒が在籍する学校に対しては、「個別の教

育支援計画」を作成し活用するよう指導助言

した。 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

17 一人ひと
りの教育的
ニーズに応
じた支援の
充実 
《基本的方
向③》 

64 「個別の教

育支援計画」

及び「個別の

指導計画」の

作成と活用促

進 

「個別の指導計

画」作成状況： 

いずれについて

も100％をめざす 

 

小学校： 

令和２年度 

中学校： 

令和３年度 

府立高校： 

令和４年度 

「個別の指導計

画」作成状況： 

公立小･中学校の

支援学級：100% 

公立小学校の通

級指導教室：

92.3% 

公立中学校の通

級指導教室：

86.8% 

障がいにより配

慮を要する生徒

が在籍する府立 

高校： 

86.3％ 

（いずれについ

ても平成 28 年

度） 

 

「個別の指導計

画」作成状況： 

公立小･中学校 

の支援学級：100% 

公立小･中学校の

通級指導教室：

100% 

障がいにより配

慮を要する生徒

が在籍する府立

高校のうち、「個

別の指導計画」を

作成している学

校の割合：97.7% 

 

【参考】 

公立小･中学校の

支援学級：100% 

公立小学校の通

級指導教室：

95.4% 

公立中学校の通

級指導教室：

94.9% 

障がいにより配

慮を要する生徒

が在籍する府立 

高校：86.3％ 

（平成 29）年度） 

○ 

「個別の指導計

画」の作成・活用

の促進 

◆小・中学校 

 障がいのある幼児児童生徒一人ひとりの教

育的ニーズに応じたきめ細かな指導や一貫し

た支援の充実に向け、「個別の指導計画」の作

成・活用の促進を図った。 

・府内全市町村を対象に学校訪問を行い、効

果的な活用事例を収集 

・支援教育の充実に係るヒアリングや支援教

育担当指導主事会などで作成・活用に向け

た指導助言 

◆高等学校 

府立高校において、障がいにより配慮を要

する生徒が在籍する学校に対しては、「個別の

指導計画」を作成し活用するよう指導助言し

た。 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

18 発達障が

いのある幼

児・児童・生

徒への支援 

《基本的方

向④》 

65 通常の学

級に在籍する

発達障がい等

のある児童・

生徒等への支

援 

－ － － － 

障がい理解教育

の推進 

◆小学校、中学校、義務教育学校、高等学校

等教職員を対象に障がい理解教育研修会を実

施した（参加者数 284 名）。 

 

◆市町村教育委員会へのヒアリング等を通じ

て、すべての学校において障がい理解教育が

実施されているか確認・指導した。 

発達障がい等支

援を必要とする

児童・生徒に対す

る支援体制の充

実 

３市の各指定校

に大学教授を学

校経営スーパー

バイザーとして

のべ 15回派遣 

 

1/11開催の講演

会において研究

成果を発信 

（参加者 377名） 

３市の各指定校

に大学教授を学

校経営スーパー

バイザーとして

15 回派遣 

 

1/25開催のシン

ポジウムにおい

て研究成果を発

信 

（参加者 505名） 

○ 

特別支援教育の

視点を踏まえた

学校経営構築研

究開発事業 

◆府内３市の各指定校に大学教授を学校経営

スーパーバイザーとしてのべ 15 回派遣し、支

援教育の視点を踏まえた学校経営の在り方に

ついて研究を行った。研究成果を公私立小・

中学校等へ普及するため、教職員を対象にシ

ンポジウムを開催した（参加者 505 名）。 

－ － － － － 

◆支援教育推進フォーラムで、研究校が小中

高校の教員に対して研究成果の共有を行った

（参加者数約 400名）。 

10 月に大阪大谷大学と連携し発達障がいの

ある生徒の進路研修会を実施した。 
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項目 目標 
（目標年次） 

計画策定時 H30年度実績 
進捗 
状況 

実施事業（H30年度） 

重点取組 具体的取組 事業名 実施内容 

18 発達障が

いのある幼

児・児童・生

徒への支援 

《基本的方
向④》 

66 地域にお

ける支援体制

の充実（発達

障がい者支援

センターの運

営） 

相談支援： 

3,500 件 

（令和２年度） 

相談支援： 

3,504 件 

（平成 28年度） 

相談支援： 

2,697 件 

△ 

発達障がい者支

援センター運営

事業 

◆発達障がい児者及びその家族から寄せられ

る日常生活や医療、教育、就労等に関する相

談支援を実施 

◆併せて、関係機関への研修、地域の事業所

に対する機関支援等を実施したことにより、

市町村等、他の相談窓口が充実したことから

相談件数は減少した。 

関係機関への助

言：160件 

（令和２年度） 

関係機関への助

言：181件 

（平成 28年度） 

関係機関への助

言：317件 

○ 

◆発達障がい児者及びその家族から寄せられ

る日常生活や医療、教育、就労等に関する相

談支援を実施するとともに、関係機関への研

修、地域の事業所に対する機関支援等を実施

した。 

 

外部機関や地域

住民への研修・啓

発：50件 

（令和２年度） 

外部機関や地域

住民への研修・啓

発：36件 

（平成 28年度） 

外部機関や地域

住民への研修・啓

発：48件 
○ 

◆発達障がい児者及びその家族から寄せられ

る日常生活や医療、教育、就労等に関する相

談支援を実施するとともに、関係機関への研

修、地域の事業所に対する機関支援等を実施

した。 

 

19 私立学校

における障が

いのある子ど

もへの支援

《基本的方

向⑤》 

67 支援教育

の充実にむけ

た取組みの支

援 

支援教育に関す

る研修を受講し

た私立幼稚園等

教諭：90％ 

支援教育に関す

る研修を受講し

た私立幼稚園等

教諭：67.6％ 

（平成 27年度） 

調査実施せず 

（隔年調査） 

 

【参考】 

平成 29年度実

績：53.6％ 
－ 

私立幼稚園等教

諭を対象とする

研修機会の拡大 

私立幼稚園等教諭が受講できる研修機会の拡

大とともに、府教育センターや支援学校主催

の研修会に関する情報を私立幼稚園等に提供

した。 

 

私立幼稚園等の

特別支援教育助

成事業 

私立幼稚園における特別支援教育の充実を図

るため、障がいのある幼児を受け入れ特別な

配慮を行っている私立幼稚園等 199 園に助成

を行った。 
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【指標の点検結果】 

指標 
目標値 

（R4年度） 
計画策定時 H30年度実績値 点検結果 

○指標 20 
知的障がい支援学校高等部
卒業生の就職率 

35%をめざす 26.2% 

 

（平成 28年度） 

 

28.7% 

 

（平成 29年度実績：29.0%） 
△ 

平成 30年度実績は、計画策定時の

実績値を 2.5ポイント上回った。 

 

○指標 21 
府立支援学校高等部卒業生
の就職希望者の就職率 

100%をめざす 91.6％ 

 

（平成 28年度） 

 

92.8％ 

 

（平成 29年度実績：89.8%） 
△ 

平成 30年度実績は、計画策定時の

実績値を 1.2ポイント上回った。 

○指標 22 
公立小・中学校で通級による
指導を受けている児童・生徒
の「個別の教育支援計画」「個
別の指導計画」の作成率 

・個別の教育支援計画 

 小学校：100%をめざす 

（令和２年度） 

 中学校：100％をめざす 

（令和３年度） 

・個別の指導計画 

 小学校：100％をめざす

（令和２年度） 

 中学校：100％をめざす 

（令和３年度） 

・個別の教育支援計画 

  小学校：80.7％ 

  中学校：83.1％ 

・個別の指導計画 

  小学校：92.3％ 

  中学校：86.8％  

 

（平成 28年度） 

いずれも 100% 
 
（平成 29年度実績） 

・個別の教育支援計画 

   小学校：92.5％ 

   中学校：93.5％ 

・個別の指導計画 

   小学校：95.4％ 

   中学校：94.9％ 

 

○ 
平成 30 年度実績は 100％で、目標

に達した。 
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【自己評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的方向①】「ともに学び、ともに育つ」教育をさらに推進し、支援を必要とする幼児・児童・生徒の増加や多様化に対応した教育環境の整備をす

すめます。 

・平成 30年３月に策定した「府立支援学校における知的障がい児童生徒の教育環境の充実に向けた基本方針」に基づき、特別教室の転用や通学区域

割の変更等を行った。 

・自立支援コース及び共生推進教室のこれまでの成果等を取りまとめた「知的障がい生徒自立支援コース・共生推進教室の取組みの充実に向けて」を

踏まえ、平成 30年度入学者選抜において自立支援コースの募集人員を増やした。共生推進教室については、府立なにわ高等支援学校を本校として

府立高校２校に新たに設置することを決定した。今後は、その円滑な実施に向けて準備を進める。 

・乗車時間短縮に向けて通学バスの増車等を行ったことにより、乗車時間が 60分を超える児童生徒の割合は、平成 29年度より１ポイント減少し、

2.9％となった。今後も、乗車する児童生徒の増加及び長時間乗車の課題に対応するための通学バスの効率的なコース編成等を検討していくことが

必要である。 

 

【基本的方向②】障がいのある子どもの自立と社会参加の促進に向け、関係機関と連携し、就労をはじめとした支援体制を充実します。 

・平成 29年度から「教育課程改善事業」により、生野支援学校、東淀川支援学校をモデル校として、早期からの職業教育・キャリア教育を基軸とし

た教育課程の再編を行うため、授業改善アドバイザーを配置し、働くことの意義や必要性等の指導、啓発に取り組んだ。併せて、職業学科を設置す

る、知的障がい高等支援学校を拠点とした各地域での就労支援のノウハウを共有するとともに、大阪市から移管した知的障がい支援学校高等部への

職業コースの設置が完了し、就職率の向上を図った。その結果、平成 29年度の知的障がい支援学校高等部卒業生の就職率は 29.0％と上昇（平成

28年度 26.2％）した。 

・平成 30 年度（３月 31 日現在）の知的障がい支援学校高等部卒業者の就職率は 28.7％（平成 29 年度 29.0％）であり、就労支援の充実のため

には、引き続き就職率向上にむけ、その前段階となる就職希望者数を増加させるため、更なる早期からのキャリア教育の充実に努めるとともに、企

業等との連携を図り、職場実習先の開拓をすすめ、ジョブマッチングの選択肢を広げる取組みを強化していく。  
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【基本的方向③】「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の活用を促進し、幼・小・中・高の発達段階の連続性を大切にした一人ひとりの教育的ニ

ーズに応じた支援を充実します。  

・新学習指導要領の内容を踏まえ、公立小・中学校で通級による指導を受ける児童生徒全員の「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の作成・

活用に向けて取組みを進めた結果、いずれにおいてもその作成率は 100％となった。今後は作成された「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」

がより一層活用されるよう、引き続き市町村教育委員会へ指導・助言を行うとともに、効果的な活用事例の発信等に努める。 

・特別支援学校教諭免許状保有率を向上させるため、夏季休業中に行う認定講習に加えて、平成 30 年度も、大阪大谷大学の協力のもと国事業を活用

して第２認定講習を実施した。（３科目延べ 814名が単位を修得。）これにより受講機会が増え、1年間で必要単位数の取得が可能となった。府立支

援学校教諭等免許状保有率は、上昇し 7 割に達したものの、依然として全国平均より 10 ポイント以上低く、今後とも、免許状未保有者への認定講

習受講の促進など、免許状保有率向上に粘り強い取組みを進める。 

・教員採用選考においても、特別支援学校の「幼稚部・小学部共通」、「小学部」については特別支援学校教諭普通免許状の所有（取得見込みを含む。）

を受験の要件とし、「中学部」、「高等部」についても採用時に同免許状を所有していない場合には、採用後 3年以内に取得することを受験案内に明記

している。また、令和２年度実施の選考テストにおいては、「中学部」、「高等部」においても、同免許状の所有（取得見込みを含む。）を受験の要件

とすることを事前に受験案内（平成 31 年３月公表）に明記しており、同免許状を所有する教員の確保に努める。 

 

【基本的方向④】関係部局が連携し、発達障がいのある子どもへの一貫した支援を充実します。 

・小・中学校においては、「通常の学級における発達障がい等支援事業」（平成 25～27年度）における成果を普及するため、毎年度研修でとりまとめ

た資料の活用、普及を実施してきたところ、互いを認め合う集団づくりや、授業に集中しやすくなる教育環境の整備、子どもたちが学習の見通しが

持てるような授業づくりが進んだ。今後もさらなる支援の充実をめざし、研修等を実施していく。 

・平成 29 年度より２年間、支援教育の視点を踏まえた効果的な学校運営の在り方について研究を行うため、府内３市の各指定校に大学教授を学校経

営スーパーバイザーとして派遣して指導助言を行った。また、シンポジウムを開催し、発達障がい等のある児童生徒への組織的な支援について、府

内に広く発信することができた。今後も研究成果を取りまとめた冊子を活用し、成果の発信に努める。高校においては、高校生活支援カードを活用

して生徒の状況や保護者のニーズを把握し、高校卒業後の社会自立に向けて学校生活を送ることができるよう適切な指導・支援の充実につなげた。

また、発達障がいのある生徒の進路研修会を開催した。こうした取組みにより教員の発達障がいに対する理解が進んだ。今後とも研修等を通じて成

果の共有・発信に取り組む。 
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【基本的方向⑤】私立学校における障がいのある子どもが安心して学べる学校づくりの支援に努めます。 

・私立幼稚園等における特別支援教育の充実を図るため、私立幼稚園等教諭が受講できる研修機会の拡大や、障がいのある幼児を受け入れ、特別な配慮

を行っている私立幼稚園等に対する助成、介助員や学習支援員を配置する私立高校への助成など、障がいのある子どもが安心して通える学校づくりへ

の支援を行った結果、幼稚園の特別支援教育費補助金の対象園児は平成 24 年度 609人から平成 30年度は 1,130人に増加した。 
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【評価審議会における審議結果】 
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（参考） 

◆指標 20 知的障がい支援学校高等部卒業生の就職率        ◆指標 22 公立小・中学校で通級による指導を受けている児童・
生徒の「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の
作成率  

                                                                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆通学バスの乗車時間が片道 60分を超える児童生徒の割合      ◆特別支援学校教諭免許保有率 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 
※府教育庁調べ   ※調査日は各年５月１日現在 

※「府立」には市立八尾特別支援学校を含む 

※いずれの数値も「当該障がい種の免許保有者」と「自立教科等の免許状保有者（当該障がい種）」、 

 「他の障がい種の免許状保有者」、「自立教科等の免許状保有者（他障がい種）」を合わせた 

割合を示す。 

※府育庁調べ 

(年度) 

※府教育庁調べ及び文部科学省「学校基本調査」等 

※調査は各年３月末現在 
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